
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
） 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
農
業
振
興
地
域
の
指
定 

（
農
業
振
興
課
）　

　

二

〇
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改

　

正 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
百
六
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
四
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
に
関
す
る
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
す
る
土
地
の

　

指
定 

（
農
村
整
備
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

（
会　

計　

課
）　

　

三

 
収
用
委
員
会

〇
舘
矢
間
バ
イ
パ
ス
事
件
公
示
送
達 

　
　

四

〇
地
下
鉄
東
西
線
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定
（
四
件
） 

　
　

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

仙
台
敬
老
奉
仕
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

吉
永　

馨

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
泉
区
中
央
一
丁
目
三
十
三
番
一
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
、
主
と
し
て
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
に
お
い
て
、
入
所
者
の
求
め
に
応
じ
た
適
切
な
活
動
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
す
る
こ
と
を
標
榜
し
、
主
に
そ
れ
ら
の
入
所
者
の
精
神
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と

及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
基
本
と
な
る
学
術
研
究
と
そ
の
啓
発
普
及
に
関
す
る

事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日 

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

中
田
暮
ら
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

櫻
井　

忠
男

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
太
白
区
中
田
四
丁
目
十
三
番
二
十
三
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
、
商
工
業
等
事
業
者
、
各
種
地
域
団
体
及
び
グ
ル
ー
プ

が
連
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
の
環
境
づ
く
り
、
消
費
生

活
の
利
便
性
向
上
と
地
域
産
業
経
済
の
振
興
、
交
流
と
学
び
の
場
の
形
成
な
ど
に

取
り
組
み
、
心
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
栗

原
市
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
別
冊
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地

域
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

一
年
十
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

栗
駒
町
及
び
金
成
町
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

一
年
十
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

築
館
町
、
若
柳
町
及
び
一
迫
町
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一

年
十
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

鶯
沢
町
及
び
志
波
姫
町
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
百
六
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
十

月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

瀬
峰
町
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
一
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
四
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

一
年
十
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

高
清
水
町
及
び
花
山
村
に
係
る
農
業
振
興
地
域
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
逢
隈
西
部
地
区
に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、

次
の
従
前
の
土
地
を
、
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
す
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

土
地
の
表
示

 

第2098号　平成21年10月13日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

市
町
村
名

亘
理
町

同同同同同同同

大　

字

逢
隈
榎
袋

同同同同逢
隈
鷲
屋

同同

字

石
橋

同同同南
郷

石
堂

同同

地　

番

二
五
七－

二

二
五
七－

四

二
六
一－

一

三
〇
五

三
五
五

一
五

四
九

五
四

地　

目

田同同同同同同同

用　

途

田同同同同同同同

地
積　

㎡

一
〇
九
の
う
ち
五
〇

一
〇
九
の
う
ち
五
〇

一
、
一
一
二
の
う
ち
五
〇

一
、
四
四
四
の
う
ち
五
〇

一
、
二
七
六
の
う
ち
五
〇

      
二
、
〇
一
八
の
う
ち
五
〇

          
五
七
〇
の
う
ち
五
〇

      
二
、
〇
〇
〇
の
う
ち
五
〇



〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
田
代
浜
字
石
峠
一
〇
〇
、
一
〇
一
の
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
花
山
字
草
木
沢
上
原
四
〇
の
一
、
四
〇
の
四
か
ら
四
〇
の
六
ま
で
、
四
一
の
一
、
四
一
の
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

風
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

大
崎
市
鳴
子
温
泉
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
六
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。
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同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同

同馬
行

同同同同深
町

同同同

一
五
〇－

一

二
二－

九

六
六

一
〇
二

一
二
六

二
一
〇

一
七

九
六－
五

一
九
三

二
〇
三

同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同

      
一
、
五
七
二
の
う
ち
五
〇

      
一
、
四
一
七
の
う
ち
五
〇

      
一
、
〇
〇
九
の
う
ち
五
〇

          
二
二
〇
の
う
ち
五
〇

          
四
七
一
の
う
ち
五
〇

      
一
、
一
五
五
の
う
ち
五
〇

      
二
、
〇
一
八
の
う
ち
五
〇

          
一
一
九
の
う
ち
五
〇

          
五
三
四
の
う
ち
五
〇

                      
五
〇



　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
第
一
号
の
表
杜
の
都
信
用
金
庫
の
項
中
「
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
四
丁
目
六
番
一
号
」
を
「
仙
台
市
青
葉

区
国
分
町
三
丁
目
一
番
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
五
号

　

舘
矢
間
バ
イ
パ
ス
事
件
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の

交
付
を
受
け
て
下
さ
い
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

宮　

城　

県　

収　

用　

委　

員　

会　
　
　

一　

送
達
す
べ
き
書
類　

平
成
二
十
一
年
十
月
五
日
付
け　

権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

二　

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

　
　

宮
城
県
伊
具
郡
丸
森
町
字
神
明
南
六
二
番
の
土
地
の
次
の
持
分
に
係
る
所
有
者

　
　

持
分
一
九
分
の
一

　
　
　

登
記
名
義
人
の
住
所
及
び
氏
名
は

　
　
　

斉
藤
庄
次
郎　

宮
城
県
伊
具
郡
丸
森
町
四
六
八
番
地

　
　

持
分
一
九
分
の
一

　
　
　

登
記
名
義
人
の
住
所
及
び
氏
名
は

　
　
　

本
間
多
作　

宮
城
県
伊
具
郡
丸
森
町
字
町
東
三
番
地

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
六
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
及
び

使
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

宮　

城　

県　

収　

用　

委　

員　

会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

仙
台
市

二　

事
業
の
種
類　

仙
台
市
高
速
鉄
道
東
西
線
建
設
工
事
（
地
下
鉄
東
西
線
・
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目

地
内
、
若
林
区
連
坊
二
丁
目
地
内
、
若
林
区
連
坊
小
路
地
内
、
若
林
区
六
丁
の
目
南
町
地
内
、
若
林
区
六
丁
目
字
左

近
堀
地
内
、
若
林
区
荒
井
字
東
地
内
、
同
字
沓
形
地
内
、
同
字
揚
場
地
内
、
同
字
矢
取
東
地
内
、
同
字
南
原
田
地
内
）

及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事
並
び
に
市
道
及
び
農
業
用
用
水
路
・
排
水
路
の
付
け
替
え
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
東
地
内

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
揚
場
地
内

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
沓
形
地
内
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地　

番

九
二
番

地　
　

目

登
記
簿

田

現　

況
田

地　
　

積

登
記
簿

一
八
五
平
方
メ

ー
ト
ル

実　

測

二
六
九
・
八
二

平
方
メ
ー
ト
ル

収
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

二
六
九
・
八
二

平
方
メ
ー
ト
ル

使
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

な
し

地　

番

一
三
番
二

地　
　

目

登
記
簿

田

現　

況
田

地　
　

積

登
記
簿

一
七
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

実　

測

一
七
〇
・
七
一

平
方
メ
ー
ト
ル

収
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

一
七
〇
・
七
一

平
方
メ
ー
ト
ル

使
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

な
し

地　

番

八
番
一

一
〇
番

一
二
番

一
三
番

一
四
番

地　
　

目

登
記
簿

田田田田田

現　

況
田田田道

路田田

地　
　

積

登
記
簿

三
、
四
七
一
平

方
メ
ー
ト
ル

三
、
三
六
一
平

方
メ
ー
ト
ル

五
四
五
平
方
メ

ー
ト
ル

三
八
六
平
方
メ

ー
ト
ル

七
四
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

実　

測

三
、
九
二
八
・

五
一
平
方
メ
ー

ト
ル

四
、
八
七
八
・

四
五
平
方
メ
ー

ト
ル

一
、
〇
六
二
・

二
六
平
方
メ
ー

ト
ル

五
〇
三
・
四
七

平
方
メ
ー
ト
ル

九
一
九
・
六
五

平
方
メ
ー
ト
ル

収
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

六
六
・
五
三
平

方
メ
ー
ト
ル

四
、
八
三
九
・

〇
五
平
方
メ
ー

ト
ル

一
、
〇
〇
〇
・

四
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

六
一
・
八
六
平

方
メ
ー
ト
ル

五
〇
三
・
四
七

平
方
メ
ー
ト
ル

九
一
九
・
六
五

平
方
メ
ー
ト
ル

使
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し



 

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

持
分
三
分
の
一　

堀
江
格
士　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
矢
取
五
五
番
地
の
二

　
　

持
分
三
分
の
一　

堀
江
し
ま
子　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
矢
取
五
五
番
地
の
二

　
　

持
分
三
分
の
一　

堀
江
浩　
　
　

東
京
都
足
立
区
新
田
一
丁
目
八
番
二
三－

八
二
〇
号

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

な
し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
十
月
五
日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
七
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁

決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

宮　

城　

県　

収　

用　

委　

員　

会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

仙
台
市

二　

事
業
の
種
類　

仙
台
市
高
速
鉄
道
東
西
線
建
設
工
事
（
地
下
鉄
東
西
線
・
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目

地
内
、
若
林
区
連
坊
二
丁
目
地
内
、
若
林
区
連
坊
小
路
地
内
、
若
林
区
六
丁
の
目
南
町
地
内
、
若
林
区
六
丁
目
字
左

近
堀
地
内
、
若
林
区
荒
井
字
東
地
内
、
同
字
沓
形
地
内
、
同
字
揚
場
地
内
、
同
字
矢
取
東
地
内
、
同
字
南
原
田
地
内
）

及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事
並
び
に
市
道
及
び
農
業
用
用
水
路
・
排
水
路
の
付
け
替
え
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
沓
形
地
内

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

堀
江
孝　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
将
監
十
丁
目
一
三
番
五－

二
号

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

な
し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
十
月
五
日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
八
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
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一
六
番

六
五
番

六
六
番

六
七
番

六
八
番

六
九
番

七
〇
番

七
一
番

七
二
番

七
三
番

七
五
番
一

八
二
番
一

八
五
番
一

田田田田田田田田田田田田田

田田田道
路田道

路田田田田田田道
路田道

路田田道
路

七
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

三
五
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

三
、
〇
七
七
平

方
メ
ー
ト
ル

三
六
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

八
五
九
平
方
メ

ー
ト
ル

八
九
平
方
メ
ー

ト
ル

一
、
一
四
三
平

方
メ
ー
ト
ル

一
、
一
二
七
平

方
メ
ー
ト
ル

一
、
一
〇
七
平

方
メ
ー
ト
ル

六
〇
一
平
方
メ

ー
ト
ル

九
二
三
平
方
メ

ー
ト
ル

一
、
一
三
二
平

方
メ
ー
ト
ル

三
、
〇
八
三
平

方
メ
ー
ト
ル

八
九
九
・
六
一

平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
四
・
一
二

平
方
メ
ー
ト
ル

三
、
九
三
二
・

六
九
平
方
メ
ー

ト
ル

四
九
〇
・
五
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
二
四
九
・

三
九
平
方
メ
ー

ト
ル

一
六
七
・
七
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
六
一
一
・

八
四
平
方
メ
ー

ト
ル

一
、
四
一
一
・

六
九
平
方
メ
ー

ト
ル

一
、
四
九
三
・

六
九
平
方
メ
ー

ト
ル

八
八
三
・
五
二

平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
七
一
六
・

六
一
平
方
メ
ー

ト
ル

一
、
六
八
三
・

二
二
平
方
メ
ー

ト
ル

三
、
九
四
三
・

二
八
平
方
メ
ー

ト
ル

八
九
九
・
六
一

平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
四
・
一
二

平
方
メ
ー
ト
ル

三
、
六
〇
一
・

五
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

三
三
一
・
一
九

平
方
メ
ー
ト
ル

四
五
四
・
五
六

平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
・
九
四
平

方
メ
ー
ト
ル

一
、
二
四
九
・

三
九
平
方
メ
ー

ト
ル

一
六
七
・
七
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
六
一
一
・

八
四
平
方
メ
ー

ト
ル

一
、
四
一
一
・

六
九
平
方
メ
ー

ト
ル

四
四
六
・
〇
六

平
方
メ
ー
ト
ル

五
五
九
・
九
二

平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
九
・
七
一

平
方
メ
ー
ト
ル

一
、
五
二
二
・

〇
三
平
方
メ
ー

ト
ル

六
・
五
七
平
方

メ
ー
ト
ル

一
一
一
・
二
三

平
方
メ
ー
ト
ル

七
四
五
・
一
二

平
方
メ
ー
ト
ル

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

一
四
四
・
八
五

平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
八
・
九
九

平
方
メ
ー
ト
ル

六
四
・
〇
七
平

方
メ
ー
ト
ル

地　

番

九
番

地　
　

目

登
記
簿

田

現　

況
田

地　
　

積

登
記
簿

五
七
一
平
方
メ

ー
ト
ル

実　

測

八
八
八
・
八
八

平
方
メ
ー
ト
ル

収
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

三
五
八
・
一
九

平
方
メ
ー
ト
ル

使
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

な
し



決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

宮　

城　

県　

収　

用　

委　

員　

会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

仙
台
市

二　

事
業
の
種
類　

仙
台
市
高
速
鉄
道
東
西
線
建
設
工
事
（
地
下
鉄
東
西
線
・
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目

地
内
、
若
林
区
連
坊
二
丁
目
地
内
、
若
林
区
連
坊
小
路
地
内
、
若
林
区
六
丁
の
目
南
町
地
内
、
若
林
区
六
丁
目
字
左

近
堀
地
内
、
若
林
区
荒
井
字
東
地
内
、
同
字
沓
形
地
内
、
同
字
揚
場
地
内
、
同
字
矢
取
東
地
内
、
同
字
南
原
田
地
内
）

及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事
並
び
に
市
道
及
び
農
業
用
用
水
路
・
排
水
路
の
付
け
替
え
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
沓
形
地
内

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

持
分
一
〇
分
の
三　

堀
江
格
士　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
矢
取
五
五
番
地
の
二

　
　

持
分
一
〇
分
の
三　

堀
江
し
ま
子　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
矢
取
五
五
番
地
の
二

　
　

持
分
一
〇
分
の
三　

堀
江
浩　
　
　

東
京
都
足
立
区
新
田
一
丁
目
八
番
二
三－

八
二
〇
号

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

な
し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
十
月
五
日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
九
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
使
用
の
裁

決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

宮　

城　

県　

収　

用　

委　

員　

会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

仙
台
市

二　

事
業
の
種
類　

仙
台
市
高
速
鉄
道
東
西
線
建
設
工
事
（
地
下
鉄
東
西
線
・
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目

地
内
、
若
林
区
連
坊
二
丁
目
地
内
、
若
林
区
連
坊
小
路
地
内
、
若
林
区
六
丁
の
目
南
町
地
内
、
若
林
区
六
丁
目
字
左

近
堀
地
内
、
若
林
区
荒
井
字
東
地
内
、
同
字
沓
形
地
内
、
同
字
揚
場
地
内
、
同
字
矢
取
東
地
内
、
同
字
南
原
田
地
内
）

及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事
並
び
に
市
道
及
び
農
業
用
用
水
路
・
排
水
路
の
付
け
替
え
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
沓
形
地
内

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

持
分
一
〇
分
の
三　

堀
江
格
士　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
矢
取
五
五
番
地
の
二

　
　

持
分
一
〇
分
の
三　

堀
江
し
ま
子　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
矢
取
五
五
番
地
の
二

　
　

持
分
一
〇
分
の
三　

堀
江
浩　
　
　

東
京
都
足
立
区
新
田
一
丁
目
八
番
二
三－

八
二
〇
号

　
　

持
分
一
〇
分
の
一　

大
波
義
一　
　

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
二
丁
目
一
番
五
号

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

な
し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
十
月
五
日
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地　

番

八
二
番
一

一

地　
　

目

登
記
簿

公
衆
用

道
路　

現　

況

道
路

地　
　

積

登
記
簿

三
六
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

実　

測

三
六
〇
・
五
七

平
方
メ
ー
ト
ル

収
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

三
六
〇
・
五
七

平
方
メ
ー
ト
ル

使
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

な
し

地　

番

八
二
番
一

二

地　
　

目

登
記
簿

公
衆
用

道
路　

現　

況

道
路

地　
　

積

登
記
簿

一
三
平
方
メ
ー

ト
ル

実　

測

一
三
・
一
六
平

方
メ
ー
ト
ル

収
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

な
し

使
用
し
よ
う
と

す
る
面
積

一
三
・
一
六
平

方
メ
ー
ト
ル


